
池田商工会議所

〒563-0025 池田市城南1丁目1番1号　　072-751-3344　　072-751-3876

【入会金】 無 料　 【年会費】 法人： 19,200円～ ／ 個人： 9,600円～

経営のお役に立つ情報を掲載した会報誌「商工池田」を毎月
発行するほか、経営者や創業者を支援するセミナーも定期的
に開催しています。

● 会報誌の発行、各種セミナーの開催

■ 情報提供3

▲創業セミナーの様子

従業員を抱える多忙な経営者さまに代わり、労働保険の事
務手続きを代行いたします。
労働保険料の申告・納付、資格の取得・喪失の事務 など

● 労働保険事務組合

■ 事務代行7

青年部、女性会 活発に活動しています。

■ 会員相互啓発・交流6

各種会議やセミナーにご利用いただける当所会館内会議室
を有料でお貸しします。企業様以外の各種団体様でもお申込
みいただけます。

● 貸会議室

■ 会館利用8

珠算、簿記、リテールマーケティング（販売士）、日商PC、カラー
コーディネーター、福祉住環境コーディネーター、ビジネス実務
法務、ECO、ビジネスマネジャー など

● キャリアアップを応援します。

■ 検定試験9

定期健康診断、機密文書裁断サービス、スキルアップ講座（パソ
コンなど）、原産地証明・営業証明などの貿易証明発行 など

■ いろいろ10

無担保・無保証人で商工会議所の推薦に基づき融資される日
本政策金融公庫の低金利の融資制度です。　

● マル経融資（小規模事業者経営改善融資）

■ 資金繰り2

資金使途

融資限度額

返済期間（据置期間）

運転資金

7年以内（1年以内）

設備資金

10年以内（2年以内）

2,000万円

万一に備えて安心。団体割引の適用や、税制メリットなど、お得
な保険や共済を用意しています。
特定退職金共済、中小企業退職金共済、小規模企業共済、経営
セーフティ(倒産防止)共済、大阪府火災共済、ビジネス総合保険、
休業補償保険、業務災害補償保険 など

● 各種共済・保険制度

■ 共済制度4

資金繰り、人材確保・育成、販路拡大など、経営者の抱える課
題は尽きることがありません。中小企業相談所は法律により当
所に設けられ、皆様の事業活動を支援する様々な事業を行っ
ています。ご相談は経営指導員が親切丁寧に対応させていた
だきます。（相談料無料、事前予約制）

● 経営指導員は、あなたの事業の良きパートナーです。

■ 中小企業相談所1

事業主と従業員のための福利厚生制度です。1人月額500円
(事業主が1/2以上を負担)で、大企業並みの福利厚生サービ
スを提供します。

● 池田市勤労者互助会

■ 福利厚生5

相談内容
金融・信用保証の相談、
あっせん創業・経理・労
務・マーケティング
経営・技術の改善及び
発 達 の 支 援 知 的 財 産
権、商取引など

池田商工会議所は “経営者の強い味方” です！

ホームページもご覧ください
https://www.ikedacci.or.jp/

専門相談
より専門性が必要となるご相談の
場合は、無料で専門家にお繋ぎいた
します。
●金融相談 ●補助金相談 
●法律相談 ●労務相談 
●税務相談 ●IT相談 ●経営相談

池田商工会議所は地域経済・産業の振興発展、並びに社会福祉増進の
ために商工会議所法に基づいて設立された地域の総合経済団体です。

ご入会・
お問い合わせは

133


